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(57)【要約】
　複数の電磁エネルギー放出装置の出力は一体化されて
、一体化電磁エネルギーを生成する。一体化電磁エネル
ギーは、単一の電磁エネルギー放出装置により取得され
るスポットサイズより大きいスポットサイズによって目
標を照射する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁エネルギー放出装置により目標上に又は目標に投影されるスポットサイズを増加さ
せるための方法であって、
　各々が基準出力密度及び基準スポットサイズを有する治療電磁エネルギーにより前記目
標を照射することができる、複数の治療電磁エネルギーを準備し、
　前記複数の治療電磁エネルギーを一体化して一体化電磁エネルギーを前記目標上に又は
目標に形成する、
ステップを含み、前記一体化電磁エネルギーは、対応する基準出力密度の最大のものとほ
ぼ同じ出力密度を有し、かつ、対応する基準スポットサイズの最大のものより大きいスポ
ットサイズを有する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記一体化ステップは、前記治療電磁エネルギーを一体化装置に向けるステップを含み
、そこからの出力は前記一体化電磁エネルギーを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記一体化ステップは、前記治療電磁エネルギーを、前記一体化電磁エネルギーを含む
出力を生成することができる光学部品に向けるステップを含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記向けるステップは、前記一体化エネルギーを導波管に向けるステップを含み、前記
導波管は前記一体化電磁エネルギーを前記目標に向けることを特徴とする請求項３に記載
の方法。
【請求項５】
　前記向けるステップは、導波管の使用を含まないことを特徴とする請求項３に記載の方
法。
【請求項６】
　前記一体化ステップは、前記治療電磁エネルギーを、基準断面積を有する複数の第１導
波管の入力部に向けるステップを含み、
　前記複数の第１導波管の出力は、前記複数の第１導波管の数より少ないが、断面積はそ
れより大きい１つ又はそれ以上の第２導波管に向けられ、
　前記１つ又はそれ以上の第２導波管の出力は、前記一体化電磁エネルギーを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記治療電磁エネルギーを向けるステップは、２つの電磁エネルギー放出装置により放
出された治療電磁エネルギーを向けるステップを含み、
　前記複数の第１導波管は２つの導波管を含み、
　前記１つ又はそれ以上の第２導波管は、前記複数の第１導波管の最大の対応する断面積
の約２倍の断面積を有する１つの導波管を含む
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記治療電磁エネルギーを向けるステップは、３つの電磁エネルギー放出装置により放
出される治療電磁エネルギーを向けるステップを含み、
　前記複数の第１導波管は３つの導波管を含み、
　前記１つ又はそれ以上の第２導波管は、各々が前記複数の第１導波管の最大の対応する
断面積より大きい断面積を有する１つ又は２つの導波管を含む
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　電磁エネルギー放出装置により目標上に又は目標に投影されるスポットサイズを増加さ
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せるための装置であって、
　各々が基準出力密度及び基準スポットサイズを有する治療電磁エネルギーにより前記目
標を照射することができる、複数の治療電磁エネルギー出力部と、
　前記複数の電磁エネルギー出力部により放出される前記治療電磁エネルギーを一体化し
て、一体化電磁エネルギーを前記目標上に又は前記目標に形成することができる一体化装
置と、
を含み、前記一体化電磁エネルギーは対応する基準出力密度の最大のものとほぼ同じ出力
密度を有し、かつ、対応する基準スポットサイズの最大のものより大きいスポットサイズ
を有する、
ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記一体化装置は、
　前記複数の電磁エネルギー出力部から治療電磁エネルギーを受け取ることができる複数
の導波管入力部と、
　前記一体化電磁エネルギーを前記目標に運ぶことができる少なくとも１つの導波管出力
部と
を含むことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記複数の電磁エネルギー出力部は２つの電磁エネルギー出力部を含み、
　前記複数の導波管出力部は２つの導波管出力部を含み、
　前記少なくとも１つの導波管出力部は１つの導波管出力部を含む
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記スポットサイズは前記対応する基準スポットサイズの最大のものの約２倍だけ大き
いことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記２つの電磁エネルギー出力部は、第１電磁エネルギー出力部及び第２電磁エネルギ
ー出力部であり、
　前記第１電磁エネルギー出力部は、硬組織を切除するのに有効な第１波長を有する治療
電磁エネルギーを放出し、
　前記第２電磁エネルギー出力部は、前記第１波長とは異なるが、硬組織の切除について
はほぼ同じ効力を有する第２波長を放出する
ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１波長及び前記第２波長の各々は、約２．７０から約２．８０ミクロンまでの範
囲に及ぶＡ波長、約２．６９ミクロンのＢ波長、及び約２．９４ミクロンのＣ波長からな
る群から選択されることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記２つの電磁エネルギー出力部は、第１電磁エネルギー放出出力部及び第２電磁エネ
ルギ出力部であり、
　前記第１電磁エネルギー出力部は第１波長を有する治療電磁エネルギーを放出し、
　前記第２電磁エネルギー出力部は第２波長を有する治療電磁エネルギーを放出し、
　前記第１波長は前記第２波長とほぼ等しい
ことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記一体化装置は前記複数の電磁エネルギー出力部から治療電磁エネルギーを受け取る
ことができる光学部品を含むことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　前記電磁エネルギー出力部はレーザ出力部であり、前記治療電磁エネルギーは治療レー
ザ光であり、前記一体化電磁エネルギーは一体化レーザ光であることを特徴とする請求項
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９に記載の装置。
【請求項１８】
　前記一体化装置は、
　前記複数のレーザ出力部から治療レーザビームを受け取ることができる複数の導波管入
力部と、
　前記一体化レーザを前記目標に向けることができる少なくとも１つの導波管出力部と、
を含むことを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記複数のレーザ出力部は２つのレーザ出力部を含み、
　前記少なくとも１つの一体化レーザビームは単一の一体化レーザビームを含む
ことを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記一体化装置は、前記２つのレーザ出力部からレーザビームを受け取ることができる
光学部品を含み、
　前記光学部品は前記一体化レーザビームを入力導波管に向ける
ことを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記複数のレーザ出力部は３つのレーザ出力部を含み、
　前記少なくとも１つの一体化レーザビームは１つ又は２つの一体化レーザビームを含む
ことを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記一体化装置は、前記３つのレーザ出力部からレーザビームを受け取ることができる
光学部品を含み、
　前記光学部品は前記１つ又は２つの一体化レーザビームを１つ又は２つの入力導波管に
向ける
ことを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記複数のレーザ出力部は、
　第１波長を有する治療レーザ光を放出する第１レーザ出力部と、
　前記第１波長とほぼ同じ第２波長を有する治療レーザ光を放出する第２レーザ出力と
を含む
ことを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、電磁エネルギー放出装置に関し、より具体的には、医用レーザに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の電磁エネルギー生成装置構成が従来技術に存在する。例えば、固体レーザシステ
ムは、一般に、コヒーレント光を放出するためのレーザロッドと、レーザロッドがコヒー
レント光を放出するように誘導するための源とを含む。レーザビームと呼ぶことができる
コヒーレント光は、光ファイバ導波管を通して目標表面に送給されることができる。レー
ザビームが意図する機能の性能に適した特性を確実に有することに注意しなければならな
い。例えば、歯の組織を切断する又は除去するのに採用されるレーザビームの特性は、軟
組織の血液を凝固するのに採用されるレーザビームの特性とは異なることができる。レー
ザビームは、そのフルエンス又は出力密度により記述することができ、これは次いで、例
えば、平方メートル当たりのワット（Ｗ／ｍ2）、平方センチメートル当たりのミリワッ
ト（ｍＷ／ｃｍ2）などで測定することができる。慣例により、実行される処置に応じて
、フルエンス又は出力密度レベルに対する好ましい値が求められた。
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【０００３】
　患者の快適さは、例えば、歯に適用される医用レーザ装置の使用において重要な考慮事
項とすることができる。患者の快適さの重大な側面は、歯の処置を実行するのに必要とさ
れる時間の量を含むことができる。一般に、短い処置時間が長い所持時間と比較すると好
ましいとすることができる。幾つかの場合においては、処置時間は、レーザビームのフル
エンス又は出力密度レベルを増加させることにより、減少させることができる。例えば、
フルエンス又は出力密度は、レーザビームの出力を増加させることにより増加させること
ができる。しかし、出力を増加させることは、患者の快適さを減少させる不快なにおいを
生成することがある。さらに、より高いフルエンス又は出力密度レベルは、処置に関連す
る、より高い温度をもたらすことがあり、この高い温度は、患者に痛みを増加させるか又
は処置の結果の質を下げることがある。
【０００４】
　従来技術においては、レーザビームのフルエンス又は出力密度を増加させることなく、
治療面積に送給されるレーザ出力を増加させる必要性がある。
【発明の開示】
【０００５】
　本発明は、（例えば、スポットサイズのような）関心のある面積のサイズを増加させる
ための方法を提供することによりこの必要性に対処し、この関心のある面積は、（例えば
、歯のような）目標上で電磁エネルギーにより照射される。開示される本明細書における
方法の実施は、目標上に基準面積を準備して、基準電磁エネルギー放出装置が、基準出力
密度を有する治療電磁エネルギーにより基準面積を照射できるようにすることを含む。治
療電磁エネルギーは、例えば、歯のカリエスを含むことができる基準面積を治療する（例
えば、切除する）のに適した波長を有することができる。この基準が確立されると、実施
は、さらに、基準出力密度を有する治療電磁エネルギーにより基準面積を照射することが
できる複数の電磁エネルギー放出装置を提供する。複数の電磁エネルギー放出装置により
放出される治療電磁エネルギーは一体化されて、一体化電磁エネルギーを生成し、これは
目標に向けられる。図示される実施によれば、関心のある面積は基準面積より大きく、基
準出力密度と実質的に等しい出力密度を有する一体化電磁エネルギーにより照射される。
【０００６】
　本発明は、さらに、電磁エネルギーにより照射される目標上の関心のある面積のサイズ
を増加させるための装置を開示する。この装置の実施形態は、基準出力密度を有する治療
電磁エネルギーにより基準面積を照射することができる複数の電磁エネルギー放出装置と
、複数の電磁エネルギー放出装置により放出される治療電磁エネルギーを一体化して、一
体化電磁エネルギーを生成することができる一体化装置とを含む。本発明の別の実施形態
は、基準出力密度により目標上の基準面積を照射する治療レーザビームを生成することが
できる複数のレーザを含む医用レーザ装置を含む。治療レーザビームは、例えば、歯のカ
リエスを含むことができる基準面積を治療する（例えば、切除する）のに適した波長を有
することができる。この実施形態は、さらに、複数のレーザにより生成される治療レーザ
ビームを一体化して、少なくとも１つの一体化レーザビームを生成することができる一体
化装置を含む。
【０００７】
　本明細書に説明されるあらゆる特徴又は特徴の組み合わせは、あらゆるこうした組み合
わせに含まれる特徴が、内容、本明細書、及び当業者の知識から明らかであるものと相互
に不一致でないのであれば、本発明の範囲内に含まれる。本発明を要約する目的のために
、本発明の特定の態様、利点、及び新規な特徴が、本明細書において説明される。もちろ
ん、すべてのこうした態様、利点、又は特徴は、本発明のあらゆる特定の実施形態に具現
される。本発明の付加的な利点及び態様は、以下の詳細な説明及び特許請求の範囲におい
て明らかである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
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　ここで、本発明の現在好ましい実施形態に関して詳細に説明し、この例は添付図面に示
されている。可能な限り、同じ又は同様な部分を指すために、同じ又は同様な番号が図面
及び説明に用いられる。図面は単純化した形態であり、縮尺通りのものではない。本明細
書の感じを参照すると、利便性及び明確さの目的のためだけに、例えば、上部、底部、左
、右、上、下、上に、上の、下に、下の、後方、前方といった方向を示す用語は、添付の
図面に関して用いられることに注目されたい。こうした方向性を示す用語は、どのような
方法によっても、本発明の範囲を制限するものとして解釈されるべきではない。
【０００９】
　本明細書の開示は特定の実施形態を指すが、これらの実施形態は、一例として呈示され
、限定的なものではないことを理解されたい。以下の詳細な説明の意図は、例示的な実施
形態を説明するが、特許請求の範囲により定義される本発明の精神及び範囲内に入ること
ができる実施形態のすべての修正、代替的手法、及び均等物をカバーすると解釈される。
本明細書に説明されるプロセスステップ及び構造体は、電磁エネルギー生成装置の製造及
び動作の完全なプロセスフローをカバーしないことが理解され認識される。本発明は、当
該技術分野で通常用いられる種々のレーザ装置の製造方法及び動作方法と関連して実施す
ることができ、本発明の理解を提供するのに必要な一般に実施されるプロセスステップだ
けが本明細書に含まれる。本明細書は、一般的な電磁エネルギー生成装置及びプロセスの
分野に適用可能性を有する。しかし、例示的な目的のために、以下の説明は、医用レーザ
装置及び医用レーザのスポットサイズを増加させるための方法に関する。
【００１０】
　本発明は、組織を治療するためのレーザのような電磁エネルギー放出装置に関する。本
発明と関連して又は組み合わせて用いることができる特定の電磁エネルギー放出装置は、
例えば、比較的高出力のエルビウム型レーザといった組織切除医用レーザ、及び、例えば
水により比較的高度に吸収される波長を有する他のレーザを含む。レーザ構成（例えば、
流体部品及び用途を含む構成）及び方法の例は、２００６年１月１０日に出願され、ＦＬ
ＵＩＤ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ（代理人整理番号ＢＩ９９１４Ｐ）と
いう表題の米国特許出願番号第１１／３３０，３８８号、２００５年１月１０日に出願さ
れ、ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＥＮＥＲＧＹ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮＳ　Ｆ
ＯＲ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣＡＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＤＩＳＲＵＰＴＩＶ
Ｅ　ＣＵＴＴＩＮＧ（代理人整理番号ＢＩ９８４２Ｐ）という表題の米国特許出願番号第
１１／０３３，０３２号、２００５年８月１２日に出願され、ＬＡＳＥＲ　ＨＡＮＤＰＩ
ＥＣＥ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ（代理人整理番号ＢＩ９８
０６Ｐ）という表題の米国特許出願番号第１１／２０３，６７７号、及び２００５年８月
１２日に出願され、ＤＵＡＬ　ＰＵＬＳＥ－ＷＩＤＴＨ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＬＡＳＥＲ　
ＷＩＴＨ　ＰＲＥＳＥＴＳ（代理人整理番号ＢＩ９８０８Ｐ）という表題の米国特許出願
番号第１１／２０３，４００号に開示されており、これらすべての内容全体は、引用によ
り本明細書に組み入れられる。
【００１１】
　より具体的に図面を参照すると、図１は、例えば、医用レーザ装置とすることができる
従来技術の電磁エネルギー放出装置のブロック図である。図示実施形態は、例えば医用レ
ーザとすることができる電磁エネルギ源１００を含む。基準断面積を有する導波管１０５
に結合された電磁エネルギ源１００は、基準出力レベルの電磁エネルギーを生成すること
ができ、この導波管は、電磁エネルギーを、例えば目標面のような目標に向けることがで
きる。例えば、レーザビーム１１０は、導波管１０５の出力部から放出され、目標表面上
のスポット１１５に向けられ、このスポット１１５は、基準直径１２０に関連する基準面
積を有する。スポット１１５は、目標表面上の電磁エネルギーにより照射される関心のあ
る面積を表わすことができる。電磁エネルギーは、例えば１平方センチメートル当たりの
ミリワット（ｍＷ／ｃｍ2）で測定される基準フルエンス又は出力密度により、目標表面
上の関心のある面積を照射することができる。図１に示される従来技術の構成は、本明細
書においては、前構成電磁エネルギー放出装置と呼ばれ、ここで「前構成」という用語は
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、本発明により構成されたものではないことを意味し、又は、例えば、一体化出力システ
ムの一部として構成されたものではないことを意味することが意図される。したがって、
従来技術の構成は、本発明を比較することができる基準を提供する。すなわち、図１に示
される従来技術の構成は、電磁エネルギー源の基準出力レベル、導波管の基準断面積、目
標表面上の基準面積を有するスポットを照射する電磁エネルギーの基準フルエンス又は出
力密度を提供する。基準フルエンス又は出力密度は、同様の処置において、治療（例えば
切除）エネルギーを、多数の電磁エネルギー放出装置からのエネルギーを同時に受け入れ
るための増大した直径をもたず、いずれの他の電磁エネルギー放出装置からの治療（例え
ば切除）エネルギーも同時に運ばない単一の導波管に治療（例えば切除）エネルギーを出
力する単一の電磁エネルギー放出装置の基準フルエンス又は出力密度に対応することがで
きる。特定の場合においては、導波管の直径は、分離しているかあるいは一体化されてい
ない動作モードにおいて処置を実施する電磁エネルギー放出装置の１つからの、基準導波
管の内部又は出力部においてそれぞれ測定される、処置に用いられる基準フルエンス又は
出力密度に対応する又は等しいフルエンス又は出力密度を、導波管の内部又は出力部にお
いて提供するように、選択することができる。
【００１２】
　本明細書に用いられるように、電磁エネルギー放出装置からの治療出力は、例えば、電
磁エネルギー放出装置からの治療エネルギー出力を受け入れる導波管の数が電磁エネルギ
ー放出装置の数と等しい実施のように同時に一体化したり又は互いに組み合わされたりし
ない、同じ波長をもたない、及び／又は、例えば、同じ治療機能をもたない（例えば、１
つは凝固機能であり、１つの切除機能である）電磁エネルギー放出装置の使用に対応する
。
【００１３】
　本発明の態様によれば、複数の電磁エネルギー放出装置からの治療エネルギー出力部は
、導波管に組み合わせたり又は一体化してもよいし（例えば、１つの光ファイバ及び／又
は出力先端部）、又は、電磁エネルギー放出装置の数と比較すると相対的に少ない数の導
波管に組み合わせたり又は一体化してもよい。例えば、本発明による一体化された出力シ
ステムは、単一の導波管に一体化された（例えば同一レーザといった同一の電磁エネルギ
ー放出装置のような）２つの電磁エネルギー放出装置からの治療エネルギー出力を含むこ
とができる。本明細書に与えられるように、例えば、治療エネルギーの内容においては、
治療エネルギー治療電磁エネルギー、治療ビーム、又は治療出力のように用いられる治療
という用語は、目標（例えば、切断に対するすべて又は凝固に対するすべて）に対して又
は波長において実行される、すべて実質的に同じ機能であるエネルギー、ビーム、又は出
力を指す。
【００１４】
　図２の描画図は、例えば、本発明による増大したスポットサイズを有する電磁エネルギ
ー放出装置の１つの実施形態を示す。図示実施形態は、それぞれ参照番号１４０及び１４
５で示される第１及び第２の電磁エネルギー源を含み、この電磁エネルギー源は、例えば
医用レーザとすることができる。第１電磁エネルギー源１４０は、基準出力レベルで治療
電磁エネルギー（例えば組織切除レーザビーム）を生成し、第１導波管１５０に結合され
ており、図示実施形態においては、図１の導波管１０５に関して上述された基準断面積に
等しい断面積を有する。同様に、第２電磁エネルギー源１４５は、基準出力レベルで治療
電磁エネルギーを生成し、第２導波管１５５に結合されており、同様に、基準断面積に等
しい断面積を有する。第１及び第２の電磁エネルギーは、例えば、（例えば歯のような）
硬組織又は（例えば歯肉のような）軟組織を含むことができる基準面積を治療（例えば、
ただ照射することとは区別される、切除）するのに適した波長を有することができる。
【００１５】
　第１導波管１５０及び第２導波管１５５は、図２において想像線のボックスにより象徴
的に示される一体化装置１６０において一体化される。第１導波管１５０及び第２導波管
を通して一体化装置１６０に入る治療電磁エネルギーは、（例えば、基準面積の２倍のよ
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うに１．１又はそれ以上倍だけ大きいような）基準断面積より実質的に大きい断面積を有
する第３導波管１６５を通って一体化装置１６０を出て行く。一体化電磁エネルギー１７
０は第３導波管を出て、例えば、目標表面のような目標上の関心のある面積を含むスポッ
ト１７０を照射する。スポット１７５は、基準直径１２０（図１）より大きい直径１８０
を有することができる。例示的な実施形態によれば、直径１８０は、基準直径の約１．４
１４倍である。
【００１６】
　本発明の修正された実施形態は、図３のブロック図に示される。図示実施形態は、基準
出力レベルで治療電磁エネルギーを放出する第１及び第２の電磁エネルギー源２００及び
２０５を含み、治療電磁エネルギーはそれぞれ導波管２２０及び２２５に結合される。導
波管２２０及び２２５は可撓性があるものとすることができ、その各々は、治療電磁エネ
ルギーを例えば目標表面のような目標に向けることができる。図３に示す例においては、
第１導波管２２０は、治療電磁エネルギー２３０を目標表面上に向ける。同様に、第２の
導波管２２５は、治療電磁エネルギー２３５を同じ目標表面上に向ける。治療電磁エネル
ギー２３０及び２３５は、したがって、目標表面において一体化電磁エネルギーを形成す
る。一体化電磁エネルギーは、スポット２４０すなわち関心のある面積を照射することが
でき、この面積は、実質的に、基準面積より（例えば１．１から２倍だけ）大きいとする
ことができる。一体化電磁エネルギーのフルエンス又は出力密度は、一体化電磁エネルギ
ーは基準出力の約２倍であり、基準面積の約２倍にわたり分散されることを考慮すると、
実質的に、基準フルエンス又は出力密度と同じとすることができる。
【００１７】
　当業者であれば、既に呈示された例を考慮して本発明の付加的な実施形態を想起するで
あろう。一般に、どのような数の電磁エネルギー源の治療エネルギー出力も互いに一体化
して、基準出力密度と実質的に同じフルエンス又は出力密度を有する電磁エネルギーによ
り、基準面積より大きい面積を有する、例えばスポットのような関心のある面積を照射す
ることができる一体化出力電磁エネルギー放出装置を形成することができる。例えば、図
４に示す実施形態は、複数の（例えば、３つ、４つ、５つ又はそれ以上の）電磁エネルギ
ー源を含むことができる。図４に示す実施形態においては、５つのこうした電磁エネルギ
ー源２６０、２６５、２７０、及び２８０が基準出力レベルで治療電磁エネルギーを生成
する。生成された治療電磁エネルギーは、例示的な実施形態によれば、基準断面積と等し
い断面積を有するそれぞれの導波管２８５、２９０、２９５、３００、及び３０５に結合
される。導波管２８５、２９０、２９５、３００、及び３０５からの治療電磁エネルギー
は、５つの治療エネルギー入力部及び２つの出力部を有する電磁エネルギー一体化装置３
１０に結合される。
【００１８】
　２つの出力部は、（例えば治療電磁エネルギーのような）電磁エネルギーを、基準断面
積より大きい電面積を有する第１及び第２の出力導波管３１５及び３２０に結合する。例
えば、第１及び第２の出力導波管３１５及び３２０は、基準断面積の約５／２と等しい断
面積を有することができる。図３の説明において上述されたものと同様な方法により、第
１及び第２の出力導波管３１５及び３２０は、電磁エネルギー一体化装置３１０から発さ
れる（例えば治療電磁エネルギーのような）電磁エネルギーの少なくとも一部を目標に向
けることができる。すなわち、第１出力導波管３１５は電磁エネルギーの第１ビーム３２
５を目標に向けることができ、第２出力導波管３２０は電磁エネルギーの第２ビーム３３
０を目標に向けることができる。まさに説明された構成は、目標上のスポット３３５にお
いて、５つの電磁エネルギー源からの治療電磁エネルギーを一体化する効果を有する。幾
つかの実施形態においては、一体化は、目標表面上又は目標内で生じることができる。関
心のある面積と呼ぶことができるスポット３３５は、図示実施形態における基準面積の約
５倍の面積を有することができる。
【００１９】
　図４に示される実施形態の修正形態は、第１ビーム３２５及び第２ビーム３３０に対応
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する（例えば、含む）一体化電磁エネルギーを目標に向ける単一の出力導波管（例えば、
第１出力導波管３１５）を含む。別の修正された実施形態においては、（例えば、一体化
出力システムを定義する及び／又は高められたフルエンス又は高められた出力の出力を形
成するような）電磁エネルギー放出装置からの出力は、導波管及び／又は電磁エネルギー
一体化装置３１０を用いることなく、レンズ及び／又は反射面といった光学部品を用いて
、目標上で又は目標内で互いに組み合わされるか又は一体化される。別の修正された実施
形態の（例えば、一体化出力システムを定義する及び／又は高められたフルエンス又は高
められた出力の出力を形成するような）電磁エネルギー放出装置からの出力は、導波管及
び／又は電磁エネルギー一体化装置３１０を用いることなく、レンズ及び／又は反射面と
いった光学部品を用い、次いで、目標に導かれて向けられることにより、（例えば、導波
管を用いることなく、レンズ及び／又は反射面といった光学部品を用いて）、組み合わさ
れるか又は一体化される。
【００２０】
　図５Ａは、一体化が可能な装置の２つの可能性のある部品を示し、この例においては、
エネルギーの２つの治療電磁エネルギービームを示す。図５Ａに示す実施形態は、第１電
磁エネルギー源３５０及び第２電磁エネルギー源を含む。第１電磁エネルギー源３５０か
らの治療電磁エネルギーは、基準出力レベルで放出され、基準断面積を有する第１導波管
３６０に向けられる。同様に、第２電磁エネルギー源３５５からの治療電磁エネルギーも
また、基準出力レベルで放出され、基準断面積を有する第２導波管３６５に向けられる。
第１導波管３６０の出力部においてビームを形成することができる治療電磁エネルギー３
７０は、治療電磁エネルギー３７０を、目標表面上のスポット４００の一部を照射するこ
とができるビーム３９０に方向を変えるように作用することができる凸状レンズ３７５に
向けられる。同時に、第２導波管３６５の出力部においてビームを形成することができる
治療電磁エネルギー３８０は、治療電磁エネルギー３８０を、やはり目標表面上のスポッ
ト４００の一部を照射することができるビーム３９５に方向を変えるように作用すること
ができる例えばミラー３８５のような反射面に向けられる。ビーム３９０及びビーム３９
５は、したがって、目標表面において一体化されて、一体化電磁エネルギーを形成する。
典型的な例によれば、スポット４００は、例えば、基準面積の約２倍の面積を有すること
ができ、一体化電磁エネルギーのフルエンス又は出力密度は、基準出力密度とほぼ同じで
ある。
【００２１】
　本発明の別の実施形態は、図５Ｂに示されており、ここでは、２つ又はそれ以上（例え
ば４つ）の電磁エネルギー源からの治療電磁エネルギーが一体化される。図示実施形態は
、第１、第２、第３、及び第４の導波管８２０、８２５、８３０、及び８３５のそれぞれ
の出力部において、第１、第２、第３、及び第４のビーム８４０、８４５、８５０、及び
８５５のそれぞれを形成する第１、第２、第３、及び第４の電磁エネルギー源８００、８
０５、８１０、及び８１５のそれぞれを含む。第１、第２、第３、及び第４の導波管８２
０、８２５、８３０、及び８３５は基準断面積を有することができ、電磁エネルギー源８
００、８０５、８１０、及び８１５は基準フルエンス又は出力密度を有する治療電磁エネ
ルギーを生成することができる。第１電磁エネルギー源８００、すなわち第１ビーム８４
０により生成される治療電磁エネルギーは、第１ビーム８４０の少なくとも一部を光学部
品８８５に向ける分岐（例えば反射）面を有する第１分岐（例えば反射）装置８６０に向
けられる。第１ビームは、第２、第３、及び第４それぞれの反射装置８６５、８７０、８
７５のうちのいずれか１つ又はそれ以上を通して向けられることができるが、修正された
実施形態においては、これらを通して向けられることは必要ではなく、したがって、治療
電磁エネルギーの一体化ビーム８８０の一部が形成され、これは、光学部品８８５上に衝
突する。それぞれの第２、第３、及び第４の分岐（例えば反射）装置８６５、８７０、及
び８７５は、分岐装置８６０と同様に構成することができる。
【００２２】
　したがって、例えば、第１、第２、第３、及び第４の分岐装置８６０、８６５、８７０



(10) JP 2008-545479 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

、及び８７５からの光路の１つ又はそれ以上が重なる実施形態においては、第２、第３、
及び第４の分岐装置８６５、８７０、及び８７５のいずれか１つ又はそれ以上を、下方に
向けられる治療電磁エネルギー（例えば第１ビームの反射部分）の少なくとも一部を、図
５Ｂに示されるように、光学部品８８５に送ることができるように構成することができる
。第２電磁エネルギー源８０５により生成される治療電磁エネルギー、すなわち第２ビー
ム８４５は、第２分岐装置８６５に向けることができ、これは同様に、第２ビーム８４５
の少なくとも一部を、例えば、第３分岐装置８７０及び第４分岐装置８７５を通して、光
学部品８８５の方向に向ける反射面を有し、したがって、電磁エネルギーの一体化ビーム
８８０の付加的な部分を形成することができる。同様に、第３及び第４の電磁エネルギー
源８１０及び８１５により生成される治療電磁エネルギー、すなわち第３及び第４のビー
ム８５０及び８５５を、第３及び第４のビーム８５０及び８５５の少なくとも一部を光学
部品８８５の方向に向けることができる第３及び第４の分岐装置８７０及び８７５の方向
に向けることができ、したがって、一体化ビーム８８０のさらに別の付加的な部分を形成
することができる。
【００２３】
　図５Ｂに示される光学部品８８５は、典型的な凸レンズ、又は、例えば、基準断面積よ
り大きいとすることができる断面積を有する導波管８９０に治療電磁エネルギーの一体化
ビーム８８０を向けることができる類似の構造体を含むことができる。典型的には、一体
化ビーム８８０は、平坦な出力端８９５において導波管８９０を出て行き、したがって、
基準スポットサイズより大きく、基準フルエンス又は出力密度は同じ又は実質的に同じで
ある目標上のスポットサイズを生成する。
【００２４】
　図５Ｃは、例えば、基準断面積を有する導波管８９１に一体化ビーム８８０を向けるこ
とができる光学部品８８５に対応する光学部品８６が修正された、図５Ｂに示されるもの
と同様な実施形態の一部を示す。現代の導波管（例えば導波管８９１）を形成するのに用
いられる材料は、典型的には、基準出力より高い出力を有する電磁エネルギーの一体化ビ
ーム８８０を送ることができる。図示実施形態においては、一体化ビーム８８０は、一体
化ビーム８８０を拡げて、本明細書に説明されるように、目標上に増加されたスポットサ
イズを生成することができる脱焦光学部品８９６を通して導波管８９１を出て行く。
【００２５】
　本発明によれば、相対的に大きいスポットサイズ及び相対的に一定の（例えば変化しな
い）フルエンス又は出力密度、例えば、一体化出力システムを形成する前構成電磁エネル
ギー放出装置のいずれか１つ又はそれ以上のものに対応するフルエンス又は出力密度を有
する一体化出力システムが提供される。典型的な実施においては、一体化出力システムの
出力のフルエンス又は出力密度は、一体化出力システムを形成する個々の電磁エネルギー
放出装置の治療電磁エネルギーのいずれか１つ又はそれ以上の個々のフルエンス又は出力
密度とほぼ同じである。
【００２６】
　本発明の態様は、関心のある面積のサイズを増加させるための方法を含み、関心のある
面積は、例えば目標表面のような目標上にあり、電磁エネルギーにより照射される。図６
は、方法の実施を示し、基準面積がステップ４１０において準備される。基準面積の一例
が図１に示されており、基準面積を表わすことができるスポット１１５は、基準出力レベ
ルで電磁エネルギーを供給する電磁エネルギー源１００からの電磁エネルギーにより照射
される。説明される例においては、したがって、基準面積は基準フルエンス又は出力密度
を有する電磁エネルギーにより照射される。
【００２７】
　図６に示す方法の実施は、ステップ４２０において、基準フルエンス又は出力密度を有
する治療電磁エネルギーにより基準面積を照射することができる複数の電磁エネルギー放
出装置を準備することにより続く。準備の例は、図２ないし図５に関する説明において上
述される。例えば、２つの電磁エネルギー放出装置が図２、図３、及び図５に示される実
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施形態において準備され、５つのこうした装置が図４において準備される。準備された電
磁エネルギー放出装置により放出される治療電磁エネルギーは、実施のステップ４３０に
おいて一体化され、したがって、一体化電磁エネルギーを生成する。
【００２８】
　放出された電磁エネルギーを一体化することができる幾つかの種類の装置が本明細書に
示されている。例えば、図２は、電磁エネルギーを、基準断面積を有する第１及び第２の
導波管１５０及び１５５に向けることにより、及び、電磁エネルギーを、基準断面積より
大きい断面積を有する第３導波管１６５を通して一体化装置から出すようにすることによ
り、電磁エネルギーが一体化される一体化装置１６０を示す。図示実施形態においては、
より大きい断面積は、例えば、基準断面積より２倍のように約１．１又はそれ以上倍だけ
大きいとすることができる。電磁エネルギーを一体化するための方法の別の実施は、図３
に示される装置により実施することができる。図示される例における一体化は、電磁エネ
ルギー源２００及び２０５からの治療電磁エネルギーがその上に向けられた目標表面にお
いて生じる。図５Ａに示される実施形態は、ステップ４３０の一体化を実施することがで
きるさらに別の装置を示す。図５Ａの実施形態においては、一体化は、電磁エネルギー３
７０及び３８０のビームがそれぞれ凸レンズ３７５及びミラー３８５により目標表面上の
スポット４００を照射するように方向を変えられた後で、やはり目標表面において達成さ
れ、スポット４００の面積は、例えば、基準面積の約２倍であり、スポット４００を照射
する電磁エネルギー（すなわち、一体化電磁エネルギー）のフルエンス又は出力密度は、
基準出力密度とほぼ同じとすることができる。修正された実施形態においては、凸レンズ
は、図５Ａに示される実施形態において、ミラー３８５に取って代わることができる。さ
らに別の修正された実施形態においては、ミラーは、凸レンズ３７５に取って代わること
ができる。電磁エネルギーの一体化方法の他の組み合せは、図４に関して上述される。
【００２９】
　複数の電磁エネルギー放出装置からの出力が同じ導波管に向けられる実施形態において
は、導波管の直径は、典型的には、多数の電磁エネルギー放出装置からの治療出力を減少
した数（例えば、電磁エネルギー放出装置の数より少ない数）の導波管に組み合わせるこ
となく生成されるものに対応するフルエンス又は出力密度を与えるように選択することが
できる。例えば、一体化出力システムの一体化治療ビームを運ぶ導波管の直径は、実施さ
れる処置に典型的な又は適した基準フルエンス又は出力密度とほぼ同じフルエンス又は出
力密度を与えるように選択（例えば増加）して、本発明の態様により、多数の電磁エネル
ギー放出装置の治療出力が、同じ近似フルエンス又は出力密度に、より大きいスポットサ
イズを与えるように一体化されるようにすることができる。所与の処置の性能のためには
、導波管直径は、処置が、（例えば、通常の又は一体化されていない動作モードにおける
ように）治療エネルギーを単一の導波管に出力する電磁エネルギー放出装置の１つを用い
て実施される場合には、当業者により、処置性能に適していると認識される基準フルエン
ス又は出力密度とほぼ同じフルエンス又は出力密度を生成するように選択することができ
る。別の態様によれば、所与の処置の性能については、一体化出力システムにおける一体
化ビームを運ぶための導波管直径は、治療エネルギーを単一の導波管に出力し、所与の処
置中に一体化出力システムの一部として動作されるときに電磁エネルギー放出デバイスに
より用いられるのと同じ設定で動作する（一体化出力システムの）電磁エネルギー放出装
置のうちの１つにより生成される基準フルエンス又は出力密度とほぼ同じフルエンス又は
出力密度を生成するように選択することができる。
【００３０】
　図６に戻ると、ステップ４４０で、例えば目標表面のような目標に一体化電磁エネルギ
ーが向けられる。幾つかの実施形態によれば、治療電磁エネルギの一体化は、図３ないし
図５に示す例に示されるように、目標表面において生じる。他の場合においては、一体化
は、一体化装置において生じ、そこから一体化エネルギーが目標表面に向けられる。例示
的な一体化装置の実施が図２に示されており、本明細書に説明されるように、ここで電磁
エネルギーは導波管及び／又は一体化装置において一体化される。他の実施形態において
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は、レンズ及び／又は反射表面を含むことができる光学部品を採用して一体化を達成する
ことができる。幾つかの実施形態（図２を参照されたい）は、１つ又はそれ以上の導波管
を採用して、一体化電磁エネルギーを目標表面に向けることができ、他の実施形態（図５
Ａを参照されたい）は、導波管を用いることなく、一体化電磁エネルギーを目標表面に向
けることができる。
【００３１】
　本発明による一体化出力システムを用いて、相対的に大きいスポットサイズを生成する
ことは、例えば、単位時間当たりに目標（例えば組織）のより多くを除去することを可能
にすることができる。例示的な実施形態においては、一体化出力システムは、少なくとも
部分的に、多数の電磁エネルギー放出装置（例えばレーザヘッド）からの出力を互いに組
み合わせる及び／又は一体化することにより与えられ、したがって、高められたフルエン
ス又は高められた出力の出力を生成し、これは次いで、電磁エネルギー放出装置の数より
少ない数の導波管を含む導波管システムを通して向けられることができる。
【００３２】
　本発明の実施は、（１）本明細書に説明される又は引用により組み入れられる前構成電
磁エネルギー放出装置のいずれか、及び／又は、（２）いずれかの他の前構成電磁エネル
ギー放出装置、のいずれかの組み合わせ又は置換を形成して、前構成電磁エネルギー放出
装置のスポットサイズ、フルエンス、及び／又は、出力密度に対して、相対的に大きいス
ポットサイズ、及び、実質的に変化しないフルエンス又は出力密度を有する一体化出力シ
ステムを提供することを含むことができる。
【００３３】
　治療出力、ビーム、又はエネルギーのすべてが機能又は波長において同じではない本発
明の１つの修正された態様においては、種々の電磁エネルギー放出装置の出力を、減少さ
れた数の導波管に一体化し、フルエンス又は出力密度を実質的に変化しないまま残すこと
は、個々の電磁エネルギー放出装置の特性の組み合わせを、目標表面上で単一の同時効果
にするように実施することができる。例えば、１つのこうした修正された構成は、組織切
断波長を有する第１ビームと、血液の凝固を高めることができる凝固波長を有する第２ビ
ームの組み合わせを採用することができる。
【００３４】
　多数の可能性のある実施の１つによる別の修正された態様においては、約２．７０から
２．８０ミクロンまでの範囲に及ぶ（例えば、約２．７８ミクロン）Ａ波長と呼ぶことが
できる波長を有する１つ又はそれ以上のエルビウム、クロミウム、イットリウム、スカン
ジウム、ガリウム、ガーネット（Ｅｒ、Ｃｒ：ＹＳＧＧ）固体レーザを、例えば、約２．
６９ミクロンのＢ波長と呼ぶことができる波長を有する１つ又はそれ以上のクロミウム、
ツリウム、エリビウム、イットリウム、アルミウムガーネット（ＣＴＥ：ＹＡＧ）固体レ
ーザと組み合わせることができる。別の修正された実施においては、約２．９４ミクロン
のＣ波長と呼ぶことができる波長を有する１つ又はそれ以上のエルビウム、イットリウム
、アルミニウムガーネットＥｒ．ＹＡＧ固体レーザを、例えば、約２．６９ミクロンの波
長を有する１つ又はそれ以上のクロミウム、ツリウム、エリビウム、イットリウム、アル
ミウムガーネット（ＣＴＥ：ＹＡＧ）固体レーザと組み合わせることができる。
【００３５】
　電磁エネルギー放出装置がレーザを含む実施形態においては、複数のレーザキャビティ
を与えることができる。レーザキャビティの数は、例えば、用いられるレーザの数に対応
することができる。本明細書に説明される又は引用により組み入れられる電磁エネルギー
放出装置のいずれか、及び／又は、他の電磁エネルギー放出装置の種々の組み合わせ及び
置換を一体化して、例えば、変化しないフルエンス又は出力密度及び増大したスポットサ
イズを有する出力（すなわち一体化出力）エネルギー分散を与えることができる。本発明
の一態様によれば、同じ又は実質的に同じ波長を有する電磁エネルギー放出装置を組み合
わせて、（例えば、通常の又は一体化されていない動作モードのような）前の組み合わせ
と同じフルエンス又は出力密度であるが増大したスポットサイズの出力エネルギー分散を
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与えることができる。
【００３６】
　本発明は、その内容が引用により本明細書に組み入れられる、例えば、２００５年７月
２０日に出願された、ＣＯＮＴＲＡ－ＡＮＧＬＥ　ＲＯＴＡＴＩＮＧ　ＨＡＮＤＰＩＥＣ
Ｅ　ＨＡＶＩＮＧ　ＴＡＣＴＩＬＥ－ＦＥＥＤＢＡＣＫ　ＴＩＰ　ＦＥＲＲＵＬＥ（代理
人整理番号ＢＩ７９８Ｐ）という表題の係属中の米国特許出願整理番号１１／１８６，６
１９に説明される識別コネクタに関連して開示されるような種々の電磁エネルギー放出装
置構成及び方法に適用することができる。図７を参照すると、レーザエネルギーのような
電磁エネルギーを治療部位に送ることができる送給システムが示されている。図示実施形
態は、リンク要素５２５を用いて、例えばレーザベースユニット５３０内に収容される電
磁エネルギー源に接続するレーザハンドピース５２０を含む。例示的な実施形態によれば
、レーザベースユニット５３０は、基準出力レベルで治療電磁エネルギーを生成する複数
の電磁エネルギー源（例えばレーザ）を含むことができる。電磁エネルギー源により放出
された治療電磁エネルギーを一体化させて、リンク要素５２５に結合することができる。
リンク要素５２５２は、本明細書に説明されるように治療及び／又は一体化電磁エネルギ
ーを運ぶことができる１つ又はそれ以上の光ファイバ、空気のための管、水のための管な
どを含むことができる。リンク要素５２５は、さらに、導管５３５をレーザベースユニッ
ト５３０に接合するコネクタ５４０を含むことができる。コネクタ５４０は、その内容が
引用により本明細書に組み入れられる、２００５年７月２７日に出願された、ＩＤＥＮＴ
ＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＦＯＲ　Ａ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＬＡＳＥＲ　ＨＡＮＤＰ
ＩＥＣＥ（代理人整理番号ＢＩ９８０２Ｐ）という表題の係属中の米国特許出願整理番号
１１／１９２，３３４により完全に説明される識別コネクタとすることができる。例えば
、識別コネクタは、（例えば一体化出力のような）電磁エネルギーの相対的に大きいスポ
ットサイズが出力されるのか、又は、標準的なスポットサイズが出力されるのかについて
の認識を可能にすることができる。レーザハンドピース５２０は、細長い部分５２２とハ
ンドピース先端部５４５とを含むことができ、細長い部分５２２には、接続することがで
きる、又は、導管５３５に含まれる光ファイバと同じ複数の光ファイバを配置することが
できる。近位（すなわち、レーザベースユニット５３０に相対的に近い）部分５２１と遠
位（すなわち、レーザベースユニット５３０から相対的に遠い）部分５５０は、レーザハ
ンドピース５２０の近位端及び遠位端のそれぞれに配置することができる。遠位部分５５
０には、そこから突出するファイバ先端部５５５を有し、これは以下で、図１４に関して
より詳細に説明される。図示のように、リンク要素５２５は、第１端５２６及び第２端５
２７を有する。第１端５２６は、レーザベースユニット５３０の受け部５３２に結合し、
第２端５２７はレーザハンドピース５２０の近位部分５２１に結合する。コネクタ５４０
は、レーザベースユニット５３０の一部を形成する受け部５３２にねじ接続して、レーザ
ベースユニット５３０に機械的に接続することができる。
【００３７】
　コネクタ５４０の実施形態は、図８において詳細に示される。図示実施形態は、例えば
、レーザエネルギーをレーザハンドピース５２０（図７）に送ることができる治療光ファ
イバ５６５を含むことができるレーザビーム送給ガイド接続部５６０を含む。本明細書に
説明される実施形態によれば、治療光ファイバ５６５は、レーザハウジング５３０内に配
置され、治療光ファイバ５６５に結合される複数の電磁エネルギー源からの一体化電磁（
例えばレーザ）エネルギーを送ることに対応するために、こうした装置に通常採用される
ものより大きい断面積を有することができる。図示実施形態は、さらに、複数の付属的な
接続部を含み、本例においては、レーザユニット５３０（図７）に接続することができる
フィードバック接続部６１５、照射光接続部６００、噴霧空気接続部５９５、及び噴霧水
接続部５９０を含む。複数の付属的な接続部は、さらに、励起光接続部及び冷却空気接続
部のような図８においては視認できない接続部を含むことができる。
【００３８】
　図８に示されるコネクタ５４０の実施形態は、さらに、嵌合することができるねじ付き
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部分５７０を含み、したがって、レーザベースユニット５３０（図７）上の受け部５３２
に対する接続を与えることができる。
【００３９】
　図９は、接続することができ、電磁エネルギー源の一部（例えば、図７に示されるレー
ザベースユニット５３０）を形成することができ、さらに、コネクタ（図８）を受け入れ
ることができるモジュールの実施形態の斜視図である。図示実施形態は、例えば、穴５７
６に挿入されるスクリューを用いて、レーザベースユニット５３０（図７）に取り付ける
ことができるプレート５７５を含む。モジュールは、内面５８０上にねじ切りして、コネ
クタ５４０（図８）上のねじ５７０と嵌合することができる受け部５３２を含む。（ねじ
は、図９には示されない。）モジュールの実施形態は、さらに、レーザビーム送給ガイド
接続部５６０（図８）に嵌められたレーザエネルギー結合部５６１を含み、このレーザエ
ネルギー結合部５６１は、レーザエネルギーを送給システムに与えることができる。この
実施形態は、さらに、噴霧空気結合部５９６、噴霧水結合部５９１、冷却空気結合部６１
１、及び励起光結合部６０６を含む複数の付属的な結合部を含む。実施形態は、さらにま
た、図においては視認できないフィードバック結合部及び照射光結合部を含む。コネクタ
５４０が正しい向きで受け部５３２に接続することを保証するように、１つ又はそれ以上
のキースロット５８５を含むことができる。
【００４０】
　図１０は、図９に示すモジュールの実施形態の正面図である。図１０の図は、プレート
モジュールを、図７に示すレーザベースユニット５３０のような電磁エネルギー源に固定
するのに用いることができるプレート５７５及び穴５７６を示す。さらに、レーザエネル
ギー結合部５６１、フィードバック結合部６１６、照射光結合部６０１、噴霧空気結合部
５９６、噴霧水結合部５９１、冷却空気結合部６１１、及び励起光結合部６０６が示され
る。動作中、噴霧水結合部５９１は、コネクタ５４０（図８）における噴霧水接続部５９
０と嵌合し、かつ該噴霧水接続部に噴霧水を供給することができる。同様に、噴霧空気結
合部５９６は、コネクタ５４０における噴霧空気接続部５９５に嵌合し、かつ該噴霧空気
接続部に噴霧空気を供給することができる。さらに、照射光結合部６０１、励起光結合部
６０６、及び冷却空気結合部６１１は、それぞれ、コネクタ５４０における照射光接続部
６００に嵌合して照射光を供給することができ、励起光コネクタ（図示せず）に嵌合して
励起光を供給することができ、冷却空気接続部（図示せず）に嵌合して冷却空気を供給す
ることができる。さらに、フィードバック結合部６１６は、コネクタ５４０におけるフィ
ードバック接続部６１５に嵌合し、かつ該フィードバック接続部からフィードバックを受
け取ることができる。図示実施形態によれば、照射光結合部６０１及び励起光結合部６０
６は、発光ダイオード（ＬＥＤ）又はレーザ光源のそれぞれからの光を、照射光接続部６
００及び励起光接続部（図示せず）に結合する。１つの実施形態は、２つの白色ＬＥＤを
照射光源として採用する。さらに図１０には、コネクタ５４０が正しくない向きで受け部
５３２に接続されないようにすることができるキースロット５８５が示される。
【００４１】
　図１１は、図９及び図１０に示されるモジュールの横断面図である。横断面は、図１０
の線１１－１１’に沿って取られており、線１１－１１’はレーザエネルギー結合部５６
１、フィードバック結合部６１６、及び噴霧水結合部５９１を示す。水源６２０は、水を
噴霧水結合部５９１に供給することができる。
【００４２】
　図１２は、図９及び図１０に示すモジュールの別の横断面図である。図１２の横断面は
図１０の線１２－１２’に沿って取られている。この図は、例えば、照射光結合部６０１
（図１０）及び励起光結合部６０６の一方又は両方に光を供給することができる（例えば
ＬＥＤ６４０のような）光源の断面を示す。空気シャッター６２５は、レーザベースユニ
ット５３０（図７）に配置された放射線フィルタ６３０の位置を制御して、フィルタが（
例えばＬＥＤ６４０のような）光源から出る光路に挿入されるか又はそこから除去される
ようにすることができる。例えば、照射光結合部６０１及び励起光結合部６０６に結合さ
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れる、青色及び白色の光の間の切り替えを可能にする、例えば１つ又はそれ以上の空気シ
ャッタフィルタを設けて、励起及び視覚化を高めることができる。
【００４３】
　図１３は、図７に示す導管５３５の実施形態の描画図である。図示される導管５３５の
実施形態は、第１近位部材５３６、第２近位部材５３７、第３近位部材５３８、及び第４
近位部材５３９を含む４つの近位部材といった複数の近位部材を含む。第１、第２及び第
３の近位部材５３６、５３７、及び５３８は、中空内部を有することができ、これは、１
つ又はそれ以上の光トランスミッタ又は導管の中空内部の断面積より小さい断面積を有す
る他の管状又は細長い構造体を受け入れるように構成されている。一実施形態によれば、
第１近位部材５３６は照射ファイバを含み、第２近位部材５３７は励起ファイバを含み、
及び第３近位部材５３８はフィードバックファイバを含む。第１、第２、及び第３の近位
部材５３６、５３７、及び５３８は、各々の近位部材の中空内部が細長い本体５２２（図
７）の中空内部と連通するように配置することができる。この配置は、光トランスミッタ
が、レーザハンドピース５２０（図７）の近位部分５２１から遠位部分５５０に延びるた
めの実質的に連続する経路を与える。第３近位部材５３８は、レーザハンドピース５２０
からフィードバック（例えば、反射光又は散乱光）を受け取り、フィードバックをレーザ
ベースユニット５３０に送ることができ、このことは、以下により具体的に説明される。
【００４４】
　第４近位部材５３９は、レーザベースユニット５３０（図７）内に配置されるＥｒ、Ｃ
ｒ：ＹＳＧＧ固体レーザから導出されるレーザエネルギーを受け取るレーザエネルギーフ
ァイバを含むことができる。レーザは、約６Ｗの平均出力でおよそ２．７８ミクロンの波
長と、約２０Ｈｚの反復率と、約１５０ミリ秒のパルス幅とを有するレーザエネルギーを
生成することができる。また、レーザエネルギーは、さらに、持続波（ＣＷ）モードで送
られる、約６５５ｎｍの波長と約１ｍＷの平均出力とを有する光のような照準ビームを含
むことができる。第４近位部材５３９は、レーザエネルギー結合部５６１（図１０）から
のレーザエネルギーを受け取る治療光ファイバ５６５（図８）に結合することができ又は
これを含むことができる。第４近位部材５３９は、さらに、レーザベースユニット５３０
から受け取ったレーザエネルギーを、レーザハンドピース５２０（図７）の遠位部分５５
０に送ることができる。本発明によれば、第４近位部材は、複数のレーザ源から一体化電
磁エネルギーを受け取ることができる。レーザ源は同一のものであってもよいし、又は、
広くは、修正された実施形態においては異なっていてもよい。
【００４５】
　図示実施形態には４つの近位部材が与えられるが、より多い数の又はより少ない数の近
位部材を、例えば、レーザベースユニット５３０により与えられる光トランスミッタの数
により、付加的な実施形態に与えることができる。さらに、図示実施形態は、実質的に等
しい直径を有する第１及び第２の近位部材５３６及び５３７と、第１及び第２の近位部材
５３６及び５３７の直径のいずれよりも小さい直径を有する第３近位部材５３８とを含む
。他の直径の構成もまた本発明により想定することができる。例示的な実施形態において
は、近位部材は、図８に示すコネクタ５４０における接続部と接続する。例えば、第１近
位部材５３６は照射光接続部６００と接続することができ、第２近位部材５３６は励起光
接続部（図示せず）と接続することができる。第３近位部材５３８は、フィードバック接
続部６１５と接続することができ、第４近位部材はレーザビーム送給ガイド接続部５６０
及び治療光ファイバ５６５と接続することができる。接続部に対する近位部材５３６ない
し５３９の取り付けは、本開示を考慮することにより当業者に知られる又は明らかな方法
により、コネクタ５４０の内側で行うことができ、図８及び図１３には示されない。
【００４６】
　図１４は、リンク要素５２５及びレーザハンドピース５２０の細長い部分５２２により
、レーザベースユニット５３０に結合するハンドピース先端部５４５（図７を参照された
い）の一部を切り欠いた図である。外面５４６により囲まれる図示実施形態は、レーザベ
ースユニット５３０から電磁（例えばレーザ）エネルギー、照射光、励起光などを受け取
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ることができる。典型的には、レーザエネルギー及び光は、上述のように近位部材５３６
ないし５３９（図１３）により受け取られ、図１６に関して以下に述べられる細長い部分
５２２及びハンドピース先端部５４５内に配置されるファイバ７０５のような導波管を通
して送られる。一実施形態によれば、レーザエネルギー７０１は、（例えば、第４近位部
材５３９（図１３）を通して）受け取られ、治療光ファイバ７００のような内部導波管に
より運ばれ、ハンドピース先端部５４５の遠位部分５５０内に配置された第１ミラー７２
０の方向に向けられて、そこから反射レーザエネルギーがファイバ先端部５５５の方向に
向けられる。一体化出力又は標準的な動作のために構成される（例えば、大きさが決めら
れ、成形される）ことができるファイバ先端部５５５は、先端部フェルール６０５の中に
収められて、ファイバ先端部５５５と共に、取り外し可能な互換性のあるユニットを形成
し、このことは、２００５年９月１９日に出願された、ＯＵＴＰＵＴ　ＡＴＴＡＣＨＭＥ
ＮＴＳ　ＣＯＤＥＤ　ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣ－Ｅ
ＮＥＲＧＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＡＬ　ＤＥＶＩＣＥ（代理人整理番号ＢＩ９８０４Ｐ）と
いう表題の係属中の米国特許出願整理番号１１／２３１，３０６により完全に説明されて
おり、この内容全体は、互いに矛盾しない範囲で、引用により本明細書に含まれる。
【００４７】
　例えば、近位部材５３６及び５３７（図１３）からなどの照射光（図示せず）は、さら
に、ハンドピース先端部５４５により受け取ることができ、ファイバ７０５（図１６。図
１４には示さず）により運ばれ、同様にハンドピース先端部５４５の遠位部分５５０内に
配置された第２ミラー７２５の方向に向けられる。第２ミラー７２５は、光を複数の先端
導波管７３０の方向に向け、このことは図１８に関してより具体的に以下に説明される。
先端導波管７３０を出て行く光は、目標面積を照射することができる。幾つかの実施形態
においては、第１及び第２のミラー７２０及び７２５は、放物線状、環状、及び／又は、
平らな表面を含むことができる。図１４は、さらに、冷却空気の経路７４５の簡略化され
た図を示す。
【００４８】
　図１５は、図１３の線１５－１５’に沿って取られた第１近位部材５３６の横断面図で
あり、第１近位部材５３６（並びに、随意的には第２近位部材５３７）が、実質的に互い
に溶融されて単体の発光アセンブリ又は導波管を定める３つの光ファイバ７０５を含むこ
とができる。修正された実施形態においては、３つの光ファイバ７０５は、他の手段によ
り接合されてもよいし又は接合されなくてもよい。他の実施形態によれば、第２近位部材
５３７のような近位部材の１つ又はそれ以上は、異なる数の光ファイバ７０５を含むこと
ができる。図示実施形態においては、ハンドピース先端部５４５における、図１４の線１
６－１６’に沿って取られる図１６の横断面図に示されるように、第２近位部材５３７は
、分離し始め、最終的には（例えば、図１４における線１６－１６’において）治療光フ
ァイバ７００のようなレーザエネルギー導波管を取り囲む６つの光ファイバ７０５（図１
５）を含むことができる。別の例示的な実施形態においては、第２近位部材５３７は３つ
の光ファイバ７０５（図１５）を含むことができ、第１近位部材５３６は３つの光ファイ
バ７０５（図１５）を含むことができ、これら６つのすべては、分離し始め、最終的には
（例えば、図１４における線１６－１６’において）ハンドピース先端部５４５における
治療光ファイバ７００のようなレーザエネルギー導波管を取り囲む。
【００４９】
　第３近位部材５３８は、同様に、図１６の横断面図に示されるように、６つの相対的に
小さいファイバ７１０を含むことができる。付加的なファイバ７１０のような付加的な導
波管を外面５４６内に配置することができ、さらに、目標表面からフィードバックを受け
取るように構成することができる。例えば、フィードバックは、以下により具体的に説明
される方法によりファイバ先端部５５５から受け取られる散乱光７３５（図１４）を含む
ことができる。散乱光７３５（すなわちフィードバック光）は、第３近位部材５３８（図
１３）により、レーザベースユニット５３０（図７）に送ることができる。ファイバ７１
０は、図１６において、互いに分離した状態で示されるが、付加的な実施形態においては
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、ファイバ７１０の２つ又はそれ以上を溶融させてもよいし、或いは別の方法により互い
に接合してもよい。ファイバ７０５及び７１０は、押し出しなどの通常の技術を用いて、
プラスチックから製造することができる。
【００５０】
　図１７は、ハンドピース先端部５４５の別の実施形態の横断面図であり、この横断面図
は、図１４の線１６－１６’に沿って取られたものである。図１７は、ファイバ７０５の
ような照射導波管により取り囲まれた治療光ファイバ７００のようなレーザエネルギー導
波管と、ファイバ７１０のようなフィードバック導波管とを示し、これらすべては外面５
４６内に配置される。図１６に関して上述されたものと同様な方法により、ファイバ７０
５のような照射導波管は、照射光結合部６０１（図４）、照射光接続部６００（図８）、
及び、例えば、近位部材５３６及び／又は５３７（図１３）により、レーザベースユニッ
ト５３０から光エネルギーを受け取ることができ、ファイバ７０５は、ハンドピース先端
部５４５（図１４）の遠位部分５５０に光を向けることができる。
【００５１】
　例えば、その内容全体が引用により本明細書に組み入れられる、２００５年８月１２日
に出願された、ＣＡＲＩＥＳ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＵＳＩＮＧ　ＴＩＭＩＮＧ　ＤＩＦ
ＦＥＲＥＮＴＩＡＬＳ　ＢＥＴＷＥＥＮ　ＥＸＣＩＴＡＳＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＲＥＴＵＲ
Ｎ　ＰＵＬＳＥＳ（代理人整理番号ＢＩ９８０５Ｐ）という表題の係属中の米国特許出願
整理番号１１／２０３，３９９に開示されるカリエス検出を含む特定の実施形態において
は、ファイバ７０５は、さらに、照射導波管及び励起導波管の両方として機能することが
できる。ファイバ７１０のようなフィードバック導波管は、ファイバ先端部５５５（図１
４）からフィードバック光を受け取ることができ、フィードバック接続部６１５に結合す
る又はこれを含む第３近位部材５３８にフィードバック光を送ることができる。フィード
バック光は、レーザベースユニット５３０（図７）に配置されたフィードバック検出器６
４５（図１１）に光を送るフィードバック結合部６１６により受け取ることができる。上
で説明された、２００５年７月２７日に出願された、ＩＤＥＮＴＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣ
ＴＯＲ　ＦＯＲ　Ａ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＬＡＳＥＲ　ＨＡＮＤＰＩＥＣＥ（代理人整理番
号ＢＩ９８０２Ｐ）という表題の係属中の米国特許出願整理番号１１／１９２，３３４に
より完全に説明される他の実施形態においては、レーザベースユニット５３０は、さらに
、噴霧空気、噴霧水、及び冷却空気をレーザハンドピース５２０に供給することができる
。
【００５２】
　図１８は、図１４の線１８－１８’に沿って取られたレーザハンドピース先端部５４５
の別の実施形態の横断面図である。本実施形態は、先端部フェルール又はスリーブ６０５
により取り囲まれるファイバ先端部５５５を示し、随意的には、ファイバ先端部の周りの
キャビティ６３０を糊で充填して、ファイバ先端部５５５を所定の位置に保持する。先端
導波管７３０は、第２ミラー７２５（図１４）からの照射光を受け取って、照射光を目標
に向けることができる。幾つかの実施形態においては、ハンドピース先端部５４５に配置
される流体出力部７１５は、例えば、空気及び水を運ぶことができる。より具体的には、
照射ファイバ７０５（図１７を参照されたい）から出る照射光は、第２ミラー７２５（図
１４）により、先端導波管７３０（図１４及び図１８）に反射される。この照射光の一部
は、さらに、第２のミラー７２５（図１４）によりファイバ先端部５５５に反射されるこ
とができ、ファイバ先端部５５５は、主として、治療光ファイバ７００（図１７を参照さ
れたい）から相対的に高いレベルのレーザエネルギーを受け取り、このレーザエネルギー
は、ここで具現されるように、切断ビーム及び照準ビームの両方を含む放射線を含む。代
表的な実施形態においては、先端導波管７３０を出て行くファイバ７０５からの照射光は
、（例えば、ユーザにより調整可能であるような）可変強度の白色光であり、歯のような
目標表面の個々の場所の視認及び接近した検査を可能にする。例えば、歯の窩洞は、複数
の先端導波管７３０からの光の助けにより、接近して検査し、治療することができる。
【００５３】
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　ハンドピース先端部５４５内で噴霧空気及び噴霧水を混合するためのチャンバの実施形
態の詳細な図を図１４ａに示す。図示のように、混合チャンバは、例えば、管（図示せず
）に接続された空気取り込み口７１３を含み、コネクタ５４０（図８）における空気接続
部５９５に接続し、そこから空気を受け取る。同様に、水取り込み口７１４は、管（図示
せず）に接続して、コネクタ５４０（図８）における噴霧水接続部５９０に接続し、そこ
から水を受け取ることができる。直径約２５０μｍの円形断面を有することができる空気
取り込み口７１３及び水取り込み口７１４は、典型的な実施形態においてはおよそ１１０
°とすることができる角度７１２で接合する。混合は、空気取り込み口７１３及び水取り
込み口７１４が接合する近くで生じることができ、水及び空気の噴霧（例えば、霧状にさ
れた）混合物７１６は、流体出口７１５を通して排出されることができる。図１８に示す
実施形態は、３つの流体出口７１５を示す。これらの流体出口は、例えば、２００５年１
月２４日に出願された、ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣＡＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　Ｃ
ＵＴＴＥＲ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ（代理人整理番号ＢＩ９７６８Ｐ）という表題の米国
特許出願番号１１／０４２，８２４に説明される流体出口のいずれかの一部に対応するか
又はその実質的にすべてを含むことができ、その内容は、両立する範囲で引用により本明
細書に組み入れられ、又は、他の実施形態において、引用される仮特許出願に説明される
構造体を本発明と両立するように修正することができる。流体出口７１５は、図１４及び
図１８に示すように、直径約３５０μｍで測定される円形断面を有する。
【００５４】
　図１３に関して上述される散乱光を検出し、分析して、種々の条件を監視することがで
きる。例えば、照準ビームの散乱を検出し、分析し、例えば、切断ビーム及び照準ビーム
を送る光学部品の一体性を監視することができる。典型的な実施においては、照準ビーム
は、フィードバックファイバ７１０に反射をほとんど又はまったくもたらさないことする
ことができる。しかし、（例えば、ミラー７２０又はファイバ先端部５５５のような）い
ずれかの部品が損傷した場合には、（例示的な実施形態においては赤色とすることができ
る）照準ビーム光の散乱が生じることができる。散乱光７３５（図１４）は、第２ミラー
７２５により、散乱光をレーザベースユニット５３０（図７）に運ぶことができるフィー
ドバックファイバ７１０に向けることができる。
【００５５】
　本発明は、例えば、（例えばレーザ及び歯科レーザのような）電磁エネルギー出力装置
の上の（例えば、取り付けられた）、又は、その近傍の（例えば、出力端の上又はその近
くにに取り付けられた又は取り付けられていない）、２００５年６月６日に出願された、
ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＲＡＤＩＡＴＩＯＮ　ＥＭＩＴＴＩＮＧ　ＴＯＯＴＨ
ＢＲＵＴＨ　ＡＮＤ　ＤＥＮＴＩＦＲＩＣＥ　ＳＹＳＴＥＭ（代理人整理番号ＢＩ９８８
７ＰＲ）という表題の米国仮特許出願番号第６０／６８７，９９１、及び、２００５年６
月６日に出願された、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＴＲＥＡＴＩＮＧ　ＥＹＥ　ＣＯＮＤＩ
ＴＩＯＮＳ（代理人整理番号ＢＩ９８７９ＰＲ）に説明される視覚フィードバック用具の
構成及び用途を考慮し、こうした出力装置、構成、及び用途は、全体的に又は部分的に、
相互に排他的にならない範囲で、当業者であれば、本明細書に説明される又は引用される
、又は本明細書に説明される又は引用されるものを考慮して含む又は含むことができると
認識される、２００５年１月１０日に出願された、ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣ　Ｅ
ＮＥＲＧＹ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮＳ　ＦＯＲ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣＡ
ＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＤＩＳＲＵＰＴＩＶＥ　ＣＵＴＴＩＮＧ（代理人整理番号ＢＩ
９８４２Ｐ）という表題の米国特許出願番号第１１／０３３，０３２号、２００５年１月
１０日に出願された、ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＭＯＶＥＲ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ（代理人整
理番号ＢＩ９８３０Ｐ）という表題の米国特許出願番号第１１／０３３，０４３号、２０
０５年８月１２日に出願された、ＤＵＡＬ　ＰＩＬＳＥ－ＷＩＤＴＨ　ＭＥＤＩＣＡＬ　
ＬＡＳＥＲ　ＷＩＴＨ　ＰＲＥＳＥＴＳ（代理人整理番号ＢＩ９８０８ＯＰ）という表題
の米国特許出願番号第１１／２０３，４００号、２００５年８月１２日に出願された、Ｌ
ＡＳＥＲ　ＨＡＮＤＰＩＥＣＥ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ（
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代理人整理番号ＢＩ９８０６Ｐ）という表題の米国特許出願番号第１１／２０３号、及び
２００１年５月２日に出願された、ＤＥＭＡＴＯＬＯＧＩＣＡＬ　ＣＵＴＴＩＮＧ　ＡＮ
Ｄ　ＡＢＬＡＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ（代理人整理番号ＢＩ９４８５Ｐ）という表題の米
国特許出願番号第０９／８４８，０１０号に説明されるようなあらゆる関連する方法、修
正、組み合わせ、置換、及び代替物を含み、これらすべての内容全体は、引用により本明
細書に組み入れられる。幾つかの実施形態においては、１つ又はそれ以上の視覚フィード
バックシステムを含むことができるセンサを導入することができる。視覚フィードバック
システムの実施は、例えば、（ａ）ハンドピース又は電磁エネルギー出力装置の出力端に
統合された形態において、（ｂ）ハンドピース又は電磁エネルギー出力装置に取り付けら
れた形態で、又は、（ｃ）ハンドピース又は電磁エネルギー出力装置と併せて（例えば、
これらに取り付けられずに）、用いることができ、こうしたハンドピース及び装置は、切
断、切除、治療などを可能にすることができる。広くは、修正された実施形態の治療は、
例えば、その内容全体が引用により本明細書に明確に組み入れられる、上で引用された米
国仮特許出願番号６０／６８７，９９１号、及び、２００５年６月３日に出願された、Ｔ
ＩＳＳＵＥ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ（代理人整理番
号ＢＩ９８４６）という表題の米国仮特許出願番号６０／６８７，２５６号に説明される
ような一体化出力又は標準的な電磁エネルギーを用いた低レベル光治療を含むことができ
る。
【００５６】
　例えば、１つの実施は、とりわけ、レーザハンドピースのような電磁エネルギー放出装
置の切断効果を最適化する、監視する、又は最大化するのに有益とすることができる。一
体化レーザ出力は、例えば、出力ファイバのような導波管から（例えば、１つの光ファイ
バ及び／又は出力先端部）、ハンドピースの流体出口から目標表面上に放出される流体（
例えば、空気及び／又は水噴霧、流体粒子、又はハンドピースの出力端近くの水接続部及
び／又は噴霧接続部からの流体粒子の霧状にされた分散）に向けることができる。流体出
口は、例えば、上で引用された米国特許出願番号１１／０４２，８２４号及び米国特許出
願番号１１／２３１，３０６号に説明されるような出力ファイバの周りに同心状に配置さ
れた複数の流体出口を含むことができる。出力ファイバは、例えば、本明細書に説明され
る拡がった治療光ファイバを含むことができる。電磁エネルギーを、目標表面上の流体粒
子の霧状にされた分散に向けるための対応する構造体は、例えば、米国特許番号第５，５
７４，２４７号に開示されている。多量のレーザエネルギーは、例えば、水を含むことが
できる流体（例えば霧状にされた流体粒子）に与えることができ、したがって、流体（例
えば、流体粒子）を拡げて、破壊的な（例えば、機械的な）切断力を目標表面に与えるこ
とができる。一体化出力の動作モードの場合においては、相互作用区域のサイズ（例えば
、面積又は容量）は、一体化出力モードにおける拡大されたスポットサイズを備えること
に対して上で与えられたのと同じ分析を用いて増加させることができる。したがって、例
えば、相互作用区域に投影される一体化電磁エネルギーの伝搬方向に対して横方向で測定
された相対的に大きいスポットサイズの断面直径は、前構成電磁エネルギー放出装置に関
連する基準スポットサイズより大きいとすることができる。１つの例においては、相対的
に大きいスポットサイズは、基準スポットサイズの約１．１から２倍とすることができ（
例えば、２つ又はそれ以上の一体化治療ビームについて）、特定の実施形態においては、
相対的に大きいスポットサイズは、前構成電磁エネルギー放出装置に関連するスポットサ
イズより２倍大きいとすることができる（例えば、２つの治療ビームからの一体化ビーム
について）。相対的に大きいスポットサイズは、隔離された又は一体化されていない動作
モードにおける処置を実施する単一の電磁エネルギー放出装置の基準フルエンス又は出力
密度に対応するか又はこれと等しい電磁エネルギーのフルエンス又は出力密度を有するよ
うに選択することができる。アクセス及び視界が限られる口腔処置のような処理中には、
（ａ）電磁エネルギーと流体（例えば目標表面上の）との間の相互作用、及び／又は、（
ｂ）目標表面に対する破壊表面の切断、切除、治療、又は他の付与、の視覚フィードバッ
クの実施による慎重で近接した監視は、処置の質を向上させることができる。
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【００５７】
　特定の実施形態においては、視覚フィードバックの実施により、遠位部分で又はその近
傍で獲得される画像（例えば、動作表面画像）を導くために、レーザハンドピース５２０
（図７）の遠位部分５５０から近位部分５２１に光を送るように構成される視覚化光ファ
イバ（例えば、コヒーレントなファイバ束）を与えることができる。幾つかの実施形態に
よれば、視覚フィードバックの実施は、遠位部分からの画像を取得又は処理するために、
（例えば、ＣＣＤ又はＣＭＯＳカメラのような）画像獲得装置を含むことができる。視覚
フィードバックの実施は、ハンドピースに内蔵する又は取り付ける（例えば取り外し可能
に取り付ける）ことができ、さらに、近位部分と遠位部分との間に、ハンドピース上の種
々の位置に配置してもよいし、又は、ハンドピースと関連させて配置してもよいし、又は
、近位部分の近位に配置してもよい。本実施形態及び本明細書に説明される他の実施形態
のいずれかによれば、本明細書に説明される光ファイバ及び視覚光ファイバの１つ又はそ
れ以上は、例えば、ハンドピース容器の外に配置してもよい。ここで説明された視覚フィ
ードバックの実施に対する幾つかの適用例は、上で引用された米国仮特許出願番号６０／
６８８，１０９号に説明されるように、歯周ポケット（例えば、診断及び治療）、歯内療
法（例えば、管の視覚化）、マイクロ歯科、トンネル準備、カリエスの検出及び治療、バ
クテリアの視覚化及び治療、一般歯科、及び空中浮遊物質及び気体の検出用途を含むこと
ができる。
【００５８】
　本発明の別の実施形態によれば、（例えば、あらゆる組み合わせにおける青色光、白色
光、赤外線光、レーザビーム、反射／散乱光、蛍光などの１つ又はそれ以上のような）電
磁放射線は、あらゆる組み合わせにおいて、本明細書に説明される（例えば、フィードバ
ック、照射、励起、治療のような）ファイバの１つ又はそれ以上を通して一方又は両方の
方法に送ることができる。電磁放射線の出て行くビーム及び入ってくるビームは、例えば
、当業者に知られる方法により、波長選択ビームスプリッタ（図示せず）のようなビーム
スプリッタを用いて、レーザベースユニットの近位部分において、その１つ又はそれ以上
の特徴により分離又は分割することができる。
【００５９】
　代表的な実施形態においては、流体出口７１５（図１８）は、ゼロ度（第１基準）、１
２５度、及び２４０度で離間される。別の実施形態においては、６つの照射／励起ファイ
バ７０５及び３つのフィードバックファイバ７１０（図７）は、例えば、１対１で、９つ
の先端導波管７３０上で光学的に位置合わせされ、第２ミラー７２５により結合されてい
る（図１４及び図１８）。例えば、９つの要素（例えば、６つの照射／励起ファイバ７０
５及び３つのフィードバックファイバ７１０）が、ゼロ度（第１基準と同じであってもよ
いし又は異なっていてもよい第２基準とすることができる）、４０度、８０度、１２０度
、１６０度、２００度、２４０度、２８０度、３２０度において均等に離間されてそこに
配置されている場合には、９つの先端導波管７３０は、同様に、ゼロ度、４０度、８０度
、１２０度、１６０度、２００度、２４０度、２８０度、３２０度において均等に離間さ
れてそこに配置される。例えば、先端導波管７３０が、各々が２つの流体出口の間に配置
された、相対的に密接して離間された群で配置される別の実施形態においては、先端導波
管７３０は、例えば、ゼロ度、３５度、７０度、１２０度、１５５度、１９０度、２４０
度、２７５度、及び３１０度に配置することができる。こうした実施形態においては、先
端導波管７３０は、同様に、ゼロ度、３５度、７０度、１２０度、１５５度、１９０度、
２４０度、２７５度、及び３１０度に配置することができる。さらに、こうした実施形態
においては、流体出口は、約９５度、２１５度、及び３３５度において、先端導波管の群
の間に配置することができる。
【００６０】
　図１６及び図１７の横断面図は、或いは（又はこれに加えて）、変化されることなく、
第１ミラー７２０及び第２ミラー７２５上に遠位に放射線を出力する対応する構造体を明
らかにするために、第１ミラー７２０及び第２ミラー７２５に密接する（又はこれらの隣
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りの）図１４の横断線１６－１６’に対応することができる。照射／励起ファイバ７０５
及びフィードバックファイバ７１０の直径は、図１６に示されるものと異なっていてもよ
いし、これらの直径は図１７に示されるものと同じであってもよい。例示的な実施形態に
おいては、図１７における照射／励起ファイバ７０５及びフィードバックファイバ７１０
は、直径約１ｍｍのプラスチック構成を含み、図１４及び図１８における先端導波管７３
０は、直径約０．９ｍｍのサファイア構成を含む。
【００６１】
　本明細書の開示により、目標表面に影響を与えるように一体化電磁エネルギーを使用す
るハンドピースが説明された。一体化レーザエネルギーを用いる歯科処置の場合において
は、ハンドピースは、歯のような歯科構造を治療（例えば、切除）する一体化レーザエネ
ルギーを目標表面に送るための光ファイバと、歯の照射、硬化、白化、及び／又は診断の
ために光（例えば青色光）を送る複数の光ファイバと、目標表面の照射を与えるために、
歯に光（例えば白色光）を送る複数の光ファイバと、分析のために目標表面からの光をセ
ンサに戻すように送る複数の光ファイバとを含むことができる。図示実施形態においては
、青色光を送る光ファイバは、さらに、白色光も送る。本明細書に開示される本発明の一
態様によれば、ハンドピースは、フィードバック信号端を有する照射管と、二重ミラーハ
ンドピースとを含む。
【００６２】
　その内容全体が引用により本明細書に組み入れられる、Ｕｓｅｒ　Ｍａｎｕａｌ　ｆｏ
ｒ　ａ　ＷＡＴＥＲＬＡＳＥ（登録商標）ＡＬＬ－Ｔｉｓｓｕｅ　Ｌａｓｅｒ　ｆｏｒ　
Ｄｅｎｔｉｓｔｒｙ（本明細書においては「組み入れられたＷＡＴＥＲＬＡＳＥ（登録商
標）Ｕｓｅｒ　Ｍａｎｕａｌ」と呼ばれる）に概説される本発明の一態様によれば、本明
細書においてはプリセットと呼ばれるプログラムされたパラメータ値を含み、このプリセ
ットは、種々の外科処置に適用可能なものである。プリセットは、装置の製造時にプログ
ラムすることができ、この場合、プリセットは、予めプログラムされたプリセットと呼ぶ
ことができる。或いは又はこれに加えて、エンドユーザがプリセットを生成するか又は修
正して、格納することができる。組み入れられたＷＡＴＥＲＬＡＳＥ（登録商標）Ｕｓｅ
ｒ　Ｍａｎｕａｌの表２は、本明細書においては表１として再現され、一般的な硬組織及
び軟組織処置のための予めプログラムされたプリセットの例を含む。

表１　一般的な硬組織及び軟組織処置のための提案されるプリセット

【００６３】
　表１を参照すると、挙げられるパラメータの組み合わせのいずれか又はそれらの変形態
様は、本明細書に説明される一体化出力の実施のいずれかにより実施することができる。
単純な例示的な実施においては、プリセット１ないし４は、２つの治療ビーム及び対応す
る基準スポットサイズの１．１又はそれ以上倍（例えば２倍のような）拡大されたスポッ
トサイズから形成された一体化出力により実施することができ、例えば、フルエンス又は
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出力密度は、基準フルエンス又は出力密度と同じであってよい。ここに与えられる百分率
空気設定値及び百分率水設定値は、平方インチ当たり約５ポンド（ｐｓｉ）から約６０ｐ
ｓｉまでの範囲に及ぶ圧力、及び、約０．５リットル／分から約２０リットル／分までの
範囲に及ぶ流量で、１つ又はそれ以上の流体出口に向けることができる（図１４、図１４
ａ、及び図１８の７１５を参照されたい）。液体（例えば水）は、約５ｐｓｉから約６０
ｐｓｉまでの範囲に及ぶ圧力、及び、約２ミリリットル（ｍｌ）／分から約１００ｍｌ／
分までの範囲に及ぶ流量で、流体出口３８０の１つ又はそれ以上に向けることができる。
他の実施形態においては、空気流量は、約０．００１リットル／分ほど低くなることがで
き、及び／又は、液体流量は、約０．００１ｍｌ／分ほど低くなることができる。特定の
実施においては、レーザハンドピース５２０（図７）に配置される水線を通る水流量は、
約８４ｍｌ／分（例えば、１００％）とすることができ、レーザハンドピース５２９の空
気線を通る空気流量は、約１３リットル／分（例えば、１００％）とすることができる。
これらの値は、こうした流量及び組み入れられたＷＡＴＥＲＬＡＣＥ（登録商標）Ｕｓｅ
ｒ　Ｍａｎｕａｌ、或いは別の方法により、同じ内容で当業者に知られるものにおいて提
案される他の流量を参照することで理解することができる。
【００６４】
　一体化出力システムを形成する電磁エネルギー放出装置が、例えば、表１に関して上述
されるような所与の用途又は処置に対して所与の設定を有する一体化出力システムの典型
的な実施形態においては、導波管の直径は、装置が一体化されていないモードにおいて個
々で用いられ、所与の用途又は処置に対して所与の設定により構成されるときに、典型的
に個々の電磁エネルギー放出装置と併せて用いられる導波管の直径より大きいとすること
ができる。換言すると、一体化出力システムの一体化ビームを運ぶ導波管の直径は、一体
化出力システムの一部として動作されるときと実質的に同じ設定で個々に動作されるとき
及び／又は同じ用途又は処置を実行するのに用いられるときに、装置（すなわち、一体化
出力システムを形成する前構成電磁エネルギー放出装置）に用いられる直径より大きいと
することができる。
【００６５】
　特定の実施形態においては、上述の実施形態の方法及び装置は、上で説明された装置及
び方法のいずれかを含む既存の技術と両立する及び／又は相互に排他的ではない範囲で用
いるように構成及び実施することができる。ＢｉｏＬａｓｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉ
ｎｃ．，に譲渡された以下の特許に説明される対応する又は関連する構造体及び方法は、
その全体が引用により本明細書に組み入れられ、こうした組み込みは、本開示よる本発明
、本特許の発明、及び当業者の知識及び判断（ｉ）により動作可能とすることができる、
（ｉｉ）により動作可能になるように当業者によって修正することができる、及び／又は
、（ｉｉｉ）と併せて又はそのいずれかの部分と組み合わせて実施／用いることができる
、ＦＩＢＥＲ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤＲＥＬＡＴＥＤ　ＭＥＴ
ＨＯＤＳという表題の米国特許番号第６，８２９，４２７号、ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥ
ＴＩＣ　ＥＮＥＲＧＹ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮＳ　ＦＯＲ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮ
ＥＴＩＣＡＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＣＵＴＴＩＮＧという表題の米国特許番号第６，８
２１，２７２号、ＤＥＶＩＣＥ　ＦＯＲ　ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＴＨＥＲＭＡＬ　
ＬＥＮＳＩＮＧという表題の米国特許番号第６，７４４，７９０号、ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥ
ＭＯＶＥＲ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤという表題の米国特許番号第６，６６９，６８５号、
ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＲＡＤＩＡＴＩＯＮ　ＥＭＩＴＴＩＮＧ　ＴＯＯＴＨ
ＢＲＵＴＨ　ＡＮＤ　ＤＥＮＴＲＩＦＩＣＥ　ＳＹＳＴＥＭという表題の米国特許番号第
６，６１６，４５１号、ＤＥＶＩＣＥ　ＦＯＲ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＡＲＥ　ＡＮＤ　ＷＨ
ＩＴＥＮＩＮＧという表題の米国特許番号第６，６１６，４４７号、ＭＥＴＨＯＤＳ　ｏ
ｆＵＳＩＮＧ　ＡＴＯＭＩＺＥＤ　ＰＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＦＯＲ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧ
ＮＥＴＩＣＡＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＣＵＴＴＩＮＧという表題の米国特許番号第６，
６１０，０５３号、ＦＩＢＥＲ　ＴＩＰ　ＦＬＵＩＤ　ＯＵＴＰＵＴ　ＤＥＶＩＣＥとい
う表題の米国特許第６，５６７，５８２号、ＦＬＵＩＤ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ　Ｓ
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ＹＳＴＥＭという表題の米国特許番号第６，５６１，８０３号、ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮ
ＥＴＩＣＡＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＣＵＴＴＩＮＧ　ＷＩＴＨ　ＡＴＯＭＩＺＥＤ　Ｆ
ＬＵＩＤ　ＰＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＦＯＲ　ＤＥＲＭＡＴＯＬＯＧＩＣＡＬ　ＡＰＰＬＩＣ
ＡＴＩＯＮＳという表題の米国特許番号第６，５４４，２５６号、ＬＩＧＨＴ－ＡＣＴＩ
ＶＡＴＥＤ　ＨＡＩＲ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＡＮＤ　ＲＥＭＯＶＡＬ　ＤＥＶＩＣＥと
いう表題の米国特許番号第６，５３３，７７５号、ＲＯＴＡＴＩＮＧ　ＨＡＮＤＰＩＥＣ
Ｅという表題の米国特許番号第６，３８９，１９３号、ＦＬＵＩＤ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮ
ＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭという表題の米国特許番号第６，３５０，１２３号、ＥＬＥＣＴＲ
ＯＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＥＮＥＲＧＹ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮＳ　ＦＯＲ　ＥＬＥＣＴ
ＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣＡＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ　ＣＵＴＴＩＮ
Ｇという表題の米国特許番号第６，２８８，４９９号、ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＭＯＶＥＲ　
ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤという表題の米国特許番号第６，２５４，５９７号、ＭＡＴＥＲＩ
ＡＬ　ＲＥＭＯＶＥＲ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤという表題の米国特許番号第６，２３１，
５６７号、ＤＥＮＴＡＬ　ＡＮＤ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥＳ　ＥＭＰＬＯ
ＹＩＮＧ　ＬＡＳＥＲ　ＲＡＤＩＡＴＩＯＮという表題の米国特許番号第６，０８６，３
６７号、ＵＳＥＲ　ＰＲＯＧＲＡＭＭＡＢＬＥ　ＣＯＭＢＩＮＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＡＴＯ
ＭＩＺＥＤ　ＰＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＦＯＲ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣＡＬＬＹ　
ＩＮＤＵＣＥＤ　ＣＵＴＴＩＮＧという表題の米国特許番号第５，９６８，０３７号、Ｆ
ＬＵＩＤ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭという表題の米国特許番号第５，７
８５，５２１号、及びＡＴＯＭＩＺＥＤ　ＦＬＵＩＤ　ＰＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＦＯＲ　Ｅ
ＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣＡＬＬＹ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＣＵＴＴＩＮＧという表題の
米国特許番号第５，７４１，２４７号のような特許において、対応する又は関連する構造
体（及びその修正）を含み、これらすべては本発明の譲受人に譲渡され、その内容全体は
引用により本明細書に組み入れられる。
【００６６】
　さらに、上述の開示は、すべてが本発明の譲受人に譲渡された、２００４年７月１３日
に出願された、ＦＩＢＥＲ　ＴＩＰ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳという表題
の仮特許出願、２００４年７月２０日に出願された、ＣＯＮＴＲＡ－ＡＮＧＬＥ　ＲＯＴ
ＡＴＩＮＧ　ＨＡＮＤＰＩＥＣＥ　ＨＡＶＩＮＧ　ＴＡＣＴＩＬＥ－ＦＥＥＤＢＡＣＫ　
ＴＩＰ　ＦＥＲＲＵＬＥという表題の仮特許出願、２００４年７月２７日に出願された、
ＤＵＡＬ　ＰＵＬＳＥ－ＷＩＤＴＨ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＬＡＳＥＲ，ＭＥＤＩＣＡＬ　Ｌ
ＡＳＥＲ　ＨＡＶＩＮＧ　ＤＵＡＬ－ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ　ＦＬＵＩＤ　ＯＵＴＰＵ
Ｔ，　ａｎｄ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲという表題の仮特許
出願、及び２００４年８月１２日に出願された、ＣＡＲＩＥＳ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　Ｕ
ＳＩＮＧ　ＴＩＭＩＮＧ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬＳ　ＢＥＴＷＥＥＮ　ＥＸＣＩＴＡ
ＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＲＥＴＵＲＮ　ＰＵＬＳＥＳ　ａｎｄ　ＤＵＡＬ　ＰＵＬＳＥ－ＷＩ
ＤＴＨ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＬＡＳＥＲ　ＷＩＴＨ　ＰＲＥＳＥＴＳという表題の仮特許出
願において、組み入れられたＷＡＴＥＲＬＡＳＥ（登録商標）Ｕｓｅｒ　Ｍａｎｕａｌに
おいて説明される装置と動作可能であることが意図される。上記の資料の内容すべては、
引用により本明細書に組み入れられる。
【００６７】
　本発明は、種々の特定の例及び実施形態に関して説明されたが、本発明はそれに限定さ
れるものではなく、多様に実施できることが理解されるべきである。開示される実施形態
に対する多数の変形態様、組み合わせ、及び修正は、上記の説明の考慮事項について、相
互に排他的にならない範囲で、当業者に想起されるであろう。さらに、他の組み合わせ、
省略、代用、及び修正は、本明細書の開示により当業者に明らかであろう。したがって、
本発明は、開示される実施形態により限定されることが意図されるものではないが、特許
請求の範囲を参照することにより定義されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
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【図１】従来技術の電磁エネルギー放出装置である。
【図２】本発明による増大したスポットサイズを有する電磁エネルギー放出装置の１つの
実施形態の描画図である。
【図３】本発明の修正された実施形態の描画図である。
【図４】５つの電磁エネルギー源の治療エネルギー出力を一体化する本発明の実施形態の
描画図である。
【図５Ａ】一体化装置の２つの可能性のある部品を示す図である。
【図５Ｂ】４つの電磁エネルギー源の出力を一体化することができる実施形態の描画図で
ある。
【図５Ｃ】増大したスポットサイズを取得するために、脱焦光学部品の使用を示す図５Ｂ
の実施形態の一部を図である。
【図６】本発明による関心のある面積のサイズを増加させるための方法の実施のフロー図
である。
【図７】本発明の例により電磁エネルギーを治療部位に伝送することができる送給システ
ムの描画図である。
【図８】本発明の例によるコネクタの詳細を示す描画図である。
【図９】レーザベースユニットに接続することができ、図８に示すコネクタを受け入れる
ことができるモジュールの実施形態の斜視図である。
【図１０】図９に示すモジュールの実施形態の正面図である。
【図１１】図１０に示すモジュールの図１０の線１１－１１’に沿って取られた横断面図
である。
【図１２】図１０に示すモジュールの図１－の線１２－１２’に沿って取られた横断面図
である。
【図１３】図７に示す同感の実施形態の描画図である。
【図１４】本発明の例によるハンドピース先端部の一部を切り欠いた図である。
【図１４ａ】噴霧空気及び水のための混合チャンバを示す、図１４のハンドピース先端部
の詳細描画図である。
【図１５】図１３の線１５－１５’に沿って取られた図１３の近位部材の断面図である。
【図１６】図１４の線１６－１６’に沿って取られたハンドピース先端部の横断面図であ
る。
【図１７】図１４の線１６－１６’に沿って取られたハンドピース先端部の別の実施形態
の横断面図である。
【図１８】図１４の線１８－１８’に沿って取られたハンドピース先端部の実施形態の実
施の横断面図である。
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